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主 要 判 決 全 文 紹 介

事案の概要

本件は、発明の名称を「空気分離方法」とする特許第5997105号に対する無効審判請求（無効2019－
800009号）について、訂正を認めた上で請求不成立（新規性及び進歩性あり、実施可能要件、明確性要件
及びサポート要件に適合）とした審決の取消訴訟である。

審決は、本件発明１と引用発明（甲１発明）とを対比し、一致点、相違点１（本件発明１においては、「熱
交換部は液体酸素を用いて熱交換を行うことによりガス酸素を生成し、容器内のガス酸素を主熱交換器
に供給するガス酸素供給ラインを備え、前記ガス酸素供給ラインを介して」前記高純度酸素よりも相対

官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携！
「財務省会計制度研究会報告の論点」など新たな動きを加筆。

全国官報販売協同組合〒114-0012 東京都北区田端新町 1-1-14 TEL 03-6737-1500 03-6737-1510FAX

官公庁契約法精義
日本大学総合科学研究所客員教授

元会計検査院第四局長 有川  博  著

※お申し込みは…各都道府県官報販売所及び政府刊行物センターへ！
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「財務省会計制度研究会報告の論点」など新たな動きを加筆。
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≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（空気分離方法－引用発明の認定に誤りがあり、新規性及び進歩性については、
再度の審判により審理判断が尽くされるべき、とされた事例）［上］（全２回）

−令和元年（行ケ）第10150号、令和２年９月15日判決言渡−


